
幼保連携型認定こども園
の設置の認可に係る
申請書及び添付書類

平成２７年２月９日

資料２
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様式第１号 

平成  年  月  日 

 

青森市長     様 

 

 

                     法 人 名 

                     住   所 

                     代表者氏名                  印 

 

 

幼保連携型認定こども園の設置の認可申請書 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）

第１７条第１項の幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けたいので、関係書類を添えて下記のとお

り申請します。 

 

記 

 

１ 幼保連携型認定こども園の名称 

 

 

２ 幼保連携型認定こども園の所在地 

 

 

３ 幼保連携型認定こども園の長となるべき者の氏名 

 

 

４ 教育及び保育の目標並びに主な内容 

 

 

 

 

 

５ 幼保連携型認定こども園において教育及び保育を行う子どもの数（利用定員）   （単位：人） 

 

 保育を必要とする子ども 

以外の子ども（満３歳以上） 

保育を必要とする子ども

（満３歳以上） 

保育を必要とする子ども

（満３歳未満） 
合  計 

５歳 ４歳 ３歳 計 ５歳 ４歳 ３歳 計 ２歳 １歳 ０歳 計 

人 

数 
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６ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成２６年内

閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号）第２条各号に掲げる事業のうち、幼保連携型認定こども園

が実施する子育て支援事業 

 

実施する事業 事 業 の 内 容 

 相互交流の場の開設等による情報提供 （第２条第１号） 

 地域の家庭に対する情報提供・相談支援 （第２条第２号） 

 一時預かり的な事業 （第２条第３号） 

 
子育て支援を受けることを希望する保護者と援助を行うことを希望する団体等との

連絡・調整 （第２条第４号） 

 地域の子育て支援者に対する情報提供 （第２条第５号） 

  ※実施する事業に○を記入すること。 

 

 

７ 設備基準における移行特例適用の有無 （ 有 ・ 無 ）※どちらかに○を記入すること。    

（有の場合、施設の名称と種類の別） 
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幼保連携型認定こども園の設置の認可申請書の添付書類 

※…該当する園のみ提出 

項目 番 号 添 付 書 類 
申請者 

確認欄 

１ 職員配置計画表 （様式第２号）  

２ 職員名簿 （様式第３号）  

２－１ 職員に関する教育職員免許状、保育士証等資格を証明する書類（写）  

３ 幼保連携型認定こども園の園長等の資格に関する書類 （様式第４号）  

３－１ 園長等の履歴書  

職員 

配置 

・ 

職員 

資格 

４ 誓約書 （様式第５号）  

５ 施設概要調書 （様式第６号）  

５－１ 建物の建築確認通知書及び検査済証の写し  

５－２ 建物の登記簿謄本又は使用の権利を証明する書類  

５－３ 土地の登記簿謄本又は使用の権利を証明する書類  

５－４ 施設の案内図・配置図  

５－５ 建物の各階平面図・立面図  

５－６ 建物内外主要部分の写真  

５－７ 公図  

５－８ 所在図  

５－９ 地積測量図  

５－１０ 他の施設と兼ねる設備の概要がわかる書類※  

５－１１ 園具及び教具の一覧表等  

６ 施設整備調書 （様式第７号）  

７ 施設設備調書（保育室等を２階に設置する場合） （様式第８号）  

７－１ 各項目について証明する写真や書類等の写し  

８ 施設設備調書（保育室等を３階以上に設置する場合） （様式第９号）  

８－１ 各項目について証明する写真や書類等の写し  

９ 満３歳以上の園児に対する外部搬入実施に関する調書 （様式第１０号）  

９－１ 満３歳以上の園児に対する外部搬入に係る受託業者との契約書の写し又は案  

９－２ 調理機能を有する設備の概要がわかる資料（写真等）  

１０ 自園調理により食事を提供する園児が２０人に満たない場合の調理設備に 

関する調書 （様式第１１号） 

 

施設 

設備 

１０－１ 調理設備の概要がわかる資料（写真等）  

１１ 運営に関する計画書 （様式第１２号）  

１２ 教育及び保育に従事する職員の研修計画 （様式第１３号）  

管理 

運営 

１３ 研修計画表 （様式第１４号）  

１４ 幼保連携型認定こども園の運営に関する規程（園則）  

１５ 経費の見積り及び維持方法を記載した書類  

その 

他 

１６ 履歴事項全部証明書  

※
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様式第２号 

職員配置計画表 

※１ この表において配置する職員は、副園長・教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の１８第

１項の登録を受けたものに限る。下線部は青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の施行日から５年間、「又は」とするこ

とができる。）、保育教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する職員であること。 

※２ 実配置職員数（Ｂ）は必要な職員の数（Ａ）以上とすること。 

※３ ①から④までの計算は小数点第２位以下を切り捨てること。園全体で必要とする職員数を算出する場合は、合計の小数点第１位を四捨五入すること。 

※４ 学級担任数（Ｄ）は、学級数（Ｃ）以上の配置とすること。 

※５ 必要とする職員数について、園長が専任でない場合は、１人追加した人数を記載すること。 

必要な職員の数（Ａ）

※４ 
実 配 置 職 員 数（Ｂ） 学 級 数（Ｃ） 学 級 担 任 数（Ｄ）※５ 子どもの 

年  齢 

（３月３１日

時点での 

満年齢） 

 

子 ど も の 

年齢ごとの人数 

・計算式 

①＝a×1/3 

②＝(b+c)×1/6 

③＝d×1/20 

④＝(e+f)×1/30 

・職員の常勤職員相当数（様

式第４号による）を記載する

こと。 

・満３歳児以上の園児について

学級を編制すること。 

・常勤で専任の職員を配置する

こと。 

０歳    人 a ①       人  

１歳    人 b  

２歳    人 c 
②       人 

 

３歳    人 d ③       人    学級  人  

４歳    人 e 学級  人  

５歳    人 f 
④       人    

 

学級  人  

計 人 合計：     人  学級  人  

必要とする職員数        人 
 人 
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様式第３号 

職員名簿 

（１） 園長、副園長（教頭）、保育教諭等（主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭）、助保育教諭及び講師 

 

 

従 事 内 容（※２） 

番号 職 名（※１） 氏 名 
学級 

担任 
勤 務 時 間 帯 

勤務形態 

（※３） 

修了確認期限若しくは 

有効期間満了日又は 

資格取得年月日（※４） 

摘 要 

（※５、６） 

教諭免許状 (平)   .   .       �専任 

�兼任 登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 園長   

�常勤 

�非常勤 登録番号  

 

教諭免許状 (平)   .   .    �専任 

�兼任 登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 副園長（教頭）   

�常勤 

�非常勤 登録番号  

 

教諭免許状 (平)   .   .    
 

登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 主幹保育教諭  

  

�常勤 

�非常勤 

登録番号  

 

教諭免許状 (平)   .   .    
 

登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 指導保育教諭  

  

�常勤 

�非常勤 

登録番号  

 

教諭免許状 (平)   .   .    
 

登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 保育教諭  

  

�常勤 

�非常勤 

登録番号  
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（ 枚目） 

 

 

 

 

従 事 内 容（※２） 

番号 職 名（※１） 氏 名 
学級 

担任 
勤 務 時 間 帯 

勤務形態 

（※３） 

修了確認期限若しくは 

有効期間満了日又は 

資格取得年月日（※４） 

摘 要 

（※５、６） 

教諭免許状 (平)   .   .      
 

登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 保育教諭  

  

�常勤 

�非常勤 

登録番号  

 

教諭免許状 (平)   .   .    
 

登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 保育教諭  

  

�常勤 

�非常勤 

登録番号  

 

教諭免許状 (平)   .   .    
 

登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 保育教諭  

  

�常勤 

�非常勤 

登録番号  

 

教諭免許状 (平)   .   .    
 

登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 助保育教諭  

  

�常勤 

�非常勤 

登録番号  

 

教諭免許状 (平)   .   .    
 

登録番号  

保育士資格 (昭.平)   .   .    
 講師  

  

�常勤 

�非常勤 

登録番号  
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〔記入上の注意〕 

（※１）園長、副園長（教頭）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師は職務分担表等に基づき記入すること。 

（※２）学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭（以下「保育教諭等」という。）を１人以上置き、該当者は学級担任の欄に○を

つけること。 

保育教諭等に係る従事内容欄は、担当する園児の年齢区分を記載すること。 

学級ごとに担当する保育教諭等の配置について、特別の事情があるときは、当該保育教諭等は専任の副園長（教頭）が兼ね、又は学級数の３分の１の

範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。 

    園児の教育及び保育に直接従事する職員の数は、常時２人以上とすること。 

（※３）専任、兼任の別、及び常勤、非常勤の別をチェックすること。園児の教育及び保育に直接従事する職員は他の施設の職員と兼ねることができない。 

    ・常勤…各施設の就業規則で定める勤務時間を通じて勤務する形態。 

    ・非常勤…各施設の就業規則で定める勤務時間の一部を勤務する形態。 

（※４）園長、副園長（教頭）は、教諭の専修免許状又は一種免許状の修了期限確認日若しくは有効期間満了日、保育士資格については資格取得日を記載する

こと。 

保育教諭等は、幼稚園の教諭免許状の修了期限確認日若しくは有効期間満了日、保育士資格については資格取得日を記載すること。 

別途、免許状の写し等、資格を証明する資料（園長、副園長（教頭）は、免許状の写し等の他、「幼保連携型認定こども園の園長等の資格に関する書類

（様式第４号）」）を添付すること。 

（※５）園長、副園長（教頭）において教諭免許状と保育士資格の両方を有していない場合、摘要欄に「特例」と記載し、「幼保連携型認定こども園の園長等の

資格に関する書類（様式第４号）」を添付すること。 

（※６）副園長（教頭）で幼稚園の教諭免許状を有し、園児の教育及び保育に直接従事する場合は、摘要欄に「幼稚園教諭」と記載し、従事内容欄に担当する

園児の年齢区分及び従事する時間帯を記載すること。学級担任を兼ねる場合は、従事内容欄に「学級担任」と記載すること。 
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（教育・保育に従事する職員の常勤職員相当数計算表） 

 

 

 

 

 

 

 

〔記入上の注意〕 

（※１）常勤職員は実人数、非常勤職員は常勤換算値により算定すること。 

（※２）非常勤職員を必要とする職員数の一部に充てる場合の条件は、次のとおりとすること。 

①学級担任は専任かつ常勤の者とすること 

②常勤の教育・保育に従事する者が各組や各グループに１名以上（乳児を含む各組や各グループであって当該組・グループに係る配置基準上の定数が 

２名以上の場合は、１名以上ではなく２名以上）配置されていること 

③常勤の教育・保育に従事する者に代えて非常勤の教育・保育に従事する者を充てる場合の勤務時間数が、常勤を充てる場合の勤務時間数を上回るこ 

 と 

（※３）教育・保育に従事する職員のうち非常勤職員については、常勤換算値（次の式による）を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

（※４）常勤職員相当数は、様式第２号の「実配置職員数」の欄と同じ数とすること。 

 

配 置 職 員 １か月当たりの勤務時間数の合計① 常 勤 換 算 値 常勤職員相当数 

常 勤   人   

非 常 勤   人    時間 人 人

常勤職員以外の教育・保育に従事する者の１か月の勤務時間数の合計① 

園則等の就業規則で定める常勤職員の１か月の勤務時間数② 
常勤換算値 ＝ 

※小数点第１位を四捨五入 

○常勤職員の１か月の勤務時間数② 

 

              時間 
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 （２）調理員、養護教諭等（主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭） 

 

 

〔記入上の注意〕 

（※１）職務分担表等に基づき記入すること。 

（※２）専任、兼任の別をチェックすること。 

（※３）調理員は、栄養士等の資格を取得している場合に記載すること。養護教諭等の資格を記載し、別途、免許状の写し等、資格を証明する資料を添付する

こと。 

（※４）養護教諭等は、教諭免許状の修了期限確認日若しくは有効期間満了日を記載し、それ以外の者は資格取得年月日を記載すること。 

（※５）満３歳以上の園児に対する給食の外部搬入を行う場合、調理員は設置しないことができる。(外部搬入の実施について、様式第１０号を作成すること。) 

 番号 職 名（※１） 氏 名 従 事 内 容 勤務形態（※２） 保有資格名（※３） 

修了確認期限若しくは 

有効期間満了日又は 

資格取得年月日（※４） 

 調理員   �専任  �兼任  （昭.平)     .     .     

 主幹養護教諭   �専任  �兼任  （昭.平)     .     .     

 養護教諭   �専任  �兼任  （昭.平)     .     .     

 養護助教諭   �専任  �兼任  （昭.平)     .     .     
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 （３）事務職員、用務員等その他必要な職員 

 

〔記入上の注意〕 

（※１）職務分担表等に基づき記入すること。 

（※２）専任、兼任の別をチェックすること。 

（※３）業務に必要な資格等について記載し、別途、資格を証明する資料を添付すること。 

（業務に必要な資格等の例：園のバス運転業務⇒中型自動車免許等） 

 

番号 職 名（※１） 氏 名 従 事 内 容 勤務形態（※２） 保有資格名（※３） 資格取得年月日 

    �専任  �兼任  （昭.平)     .     .     

    �専任  �兼任  （昭.平)     .     .     

    �専任  �兼任  （昭.平)     .     .     

    �専任  �兼任  （昭.平)     .     .     

    �専任  �兼任  （昭.平)     .     .     
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様式第４号 

年  月  日 

 

幼保連携型認定こども園の園長等の資格に関する書類 

 

※園長、副園長（教頭）それぞれについて、１部ずつ作成し、履歴書を添付すること。 

 

 
幼保連携型認定こども園の

長（※副園長、教頭）の氏名 

 

 

１ 現在有している資格 

・教諭の専修免許状又は一種免許状 

修了確認期限若しくは有効期間満了日 

平成    年    月    日 

 

・保育士資格 

（資格取得年月日：（ 昭 . 平 ）   年   月   日） 

２ 施行規則第１２条に規定する職の経験について 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
12
条 

 

運営上の必要ᕈ及び施行規則第１２条に規定する資格者と同等の能ജを有すると認めら

れる事↱について 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
13
条 
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（ෳ⠨） 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（ᛞ） 

第１２条 園長の資格は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）による教諭の専修免許状又は一

種免許状を有し、かつ、児童福祉法第１８条の１８第１項の登録を受けており、及び、次に掲げる職に

５年以上あることとする。 

 (1) 学ᩞ教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学ᩞ及び同法第１２４条に規定する専修

学ᩞのᩞ長（幼保連携型認定こども園の園長を含む。）の職 

 (2) 学ᩞ教育法第１条に規定する学ᩞ及び幼保連携型認定こども園の教、ಎ教（学ᩞ教育法の一部

をᡷᱜする法律（平成１７年法律第８３号）によるᡷᱜ前の学ᩞ教育法第５８条第１項及び第７０条

第１項に規定する助教を含む。）、助教、副ᩞ長（幼保連携型認定こども園の副園長を含む。）、教頭、

主幹教諭（幼保連携型認定こども園の主幹養護 教諭及び主幹栄養教諭を含む。）、指導教諭、教諭、助

教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講

師 （常時勤務の者に限る。）及び同法第１２４条に規定する専修学ᩞの教員（以下この条において「教

員」という。）の職 

 (3) 学ᩞ教育法第１条に規定する学ᩞ及び幼保連携型認定こども園の事務職員（単⚐な労務に㓹用され

る者を㒰く。以下この条において同じ。）、実⠌助ᚻ、ነኋ⥢指導員（学ᩞ教育法の一部をᡷᱜする法

律（平成１３年法律第１０５号）によるᡷᱜ前の学ᩞ教育法第７３条の３第１項に規定するኰᲣを含

む。）及び学ᩞ栄養職員（学ᩞ給食法（昭和２９年法律第１６０号）第７条に規定する職員のうち栄養

教諭以外の者をいい、同法第６条に規定する施設の当該職員を含む。）の職 

 (�) 学ᩞ教育法等の一部をᡷᱜする法律（平成１９年法律第９６号）第１条の規定によるᡷᱜ前の学ᩞ

教育法第９４条の規定によりᑄᱛされた従前の法令の規定による学ᩞ及びᣥ教員養成⻉学ᩞቭ制（昭

和２１年഼令第２０８号）第１条の規定による教員養成⻉学ᩞの長の職 

 (�) 前号に掲げる学ᩞ及び教員養成⻉学ᩞにおける教員及び事務職員に相当する者の職 

 (6) ᶏ外に在⇐する㇌人の子ᅚのための在外教育施設で、文部科学ᄢ⤿が小学ᩞ、中学ᩞ又は㜞等学ᩞ

の⺖程と同等の⺖程を有するものとして認定したものにおける第１号から第３号までに掲げる者に準

ずるものの職 

 (�) 前号に規定する職の߶か、外࿖の学ᩞにおける第１号から第３号までに掲げる者に準ずるものの職 

 (�) ዋ年㒮法（昭和２３年法律第１６９号）によるዋ年㒮又は児童福祉法による児童自立支援施設（児

童福祉法等の一部をᡷᱜする法律（平成９年法律第７４号）㒝則第７条第１項の規定により証明書を

⊒行することができるもので、同条第２項の規定によりその例によることとされた同法によるᡷᱜ前

の児童福祉法（以下この号において「ᣥ児童福祉法」という。）第４８条第４項たߛし書の規定による

指定を受けたものを㒰く。）において⍶ᱜ教育又は指導を担当する者（ᣥ児童福祉法第４４条に規定す

るᢇ護㒮（同法第４８条第４項たߛし書の規定による指定を受けたものを㒰く。）において指導を担当

する者を含む。）の職 

 (�) 児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設及び法第３条第３項に規定する連携施設を᭴成す

る保育機能施設の長の職 

 (10) 児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設及び法第３条第３項に規定する連携施設を᭴成

する保育機能施設において児童の保育に直接従事する職員の職 

 (11) 児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設及び法第３条第３項に規定する連携施設を᭴成

する保育機能施設の事務職員の職 

 (12) 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業、同条第１０項に規定する小規ᮨ保育事

業、同条第１１項に規定するዬቛ⸰型保育事業及び同条第１２項に規定する事業所内保育事業（以

下この条において「家庭的保育事業等」という。）の管理者の職 

 (13) 家庭的保育事業等において児童の保育に直接従事する職員の職 

 (1�) 家庭的保育事業等における事務職員の職 

 (1�) 第１号から前号までに掲げるものの߶か、࿖又は地方公団体において教育（教育基本法（平成

１８年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学ᩞにおいて行われる教育以外の教 

育を含む。以下この号において同じ。）若しくは児童福祉に関する事務又は教育若しくは児童福祉を

担当する࿖家公務員又は地方公務員（単⚐な労務に㓹用される者を㒰く。）の職 

 (16) 外࿖のቭ公ᐡにおける前号に準ずるものの職 
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様式第５号 

誓約書 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）

第１７条第１項の幼保連携型認定こども園の設置の認可申請を行うに当たり、下記の事項について誓約し

ます。 

 

                     記 

 

１ 申請者及びそのᓎ員等が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第１７条第２項各号に掲げる基準に該当しないこと。 

 

２ 青森市子どもの権利条例（平成２４年青森市条例第７３号）の基本的な⠨え方を〯まえつつ、園児の

人権にච分配ᘦするとともに、一人一人の人格をዅ㊀して、その運営を行うこと。 

 

３ 設置者及び職員は、暇ജ団員（青森市暇ജ団ឃ㒰条例（平成２３年青森市条例第３３号）第２条第２

号に規定する暇ജ団員をいう。以下同じ。）又は暇ജ団員と␠ળ的に非㔍されるべき関係にある者のいず

れにも該当ߖず、また、曹においても該当しないこと。 

 

４ 園児の࿖☋、ା条、␠ળ的り分又は入園に要する費用を⽶担するかุかによって、Ꮕ別的取ᛒいをし

ないこと。 

 

５ 職員は、園児に対し、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の１０各号に掲げる行ὑそ

の他当該園児のᔃりにᓇ㗀をਈえる行ὑをしないこと。 

 

６ 園長は、児童福祉法第４７条第３項の規定によりᙼᚓに関し園児の福祉のために必要なភ置をとると

きは、り体的⧰∩をਈえ、人格をㄗめる等その権限をỬ用しないこと。 

 

７ 園具及び教具を常にᡷༀし、充すること。 

 

８ 園児がᔃりの状ᴫによって履修することが࿎㔍な各教科について、その園児のᔃりの状ᴫに適合する

ように⺖すこと。 

 

平成  年  月  日 

 

青森市長         様 

 

 

〔設置者（法人）の所在地〕 

住 所 

 

 

〔設置者（法人）の名称及び代表者の氏名〕 

 

 

（߰りがな） 

氏 名                   ㄹ 

 

生年月日 （ ᄢᱜ ・ 昭和 ・ 平成 ）   年   月   日 
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（ෳ⠨） 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（ᛞ） 

第１７条 ⇛ 

２ ㇺ府⋵知事は、前項の設置の認可の申請があったときは、第１３条第１項の条例で定める基準に適 

合するかどうかをክ査する߶か、次に掲げる基準によって、その申請をክ査しなけれ߫ならない。 

(1) 申請者が、この法律その他࿖᳃の福祉若しくは学ᩞ教育に関する法律で令で定めるものの規定に 

より⟏㊄のೃにಣߖられ、そのၫ行を⚳わり、又はၫ行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

 (2) 申請者が、労働に関する法律の規定であって令で定めるものにより⟏㊄のೃにಣߖられ、そのၫ 

行を⚳わり、又はၫ行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

 (3) 申請者が、第２２条第１項の規定により認可を取りᶖされ、その取ᶖしの日から算して５年を経 

ㆊしない者であるとき。たߛし、当該認可の取ᶖしが、幼保連携型認定こども園の認可の取ᶖしのう 

ち当該認可の取ᶖしのಣ分の理↱となった事実及び当該事実の⊒生を㒐ᱛするための当該幼保連携型 

認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状ᴫその他の当該事実に関して当 

該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた⽿任の程ᐲを⠨ᘦして、この号本文に規定する認可 

の取ᶖしに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに 

該当する場合を㒰く。 

 (�) 申請者が、第２２条第１項の規定による認可の取ᶖしのಣ分に係る行ᚻ⛯法第１５条の規定によ 

る通知があった日から当該ಣ分をする日又はಣ分をしないことを定する日までの間に前項の規定に

よる幼保連携型認定こども園のᑄᱛをした者（当該ᑄᱛについて相当の理↱がある者を㒰く。）で、当

該幼保連携型認定こども園のᑄᱛの認可の日から算して５年を経ㆊしないものであるとき。 

 (�) 申請者が、第１９条第１項の規定による検査が行われた日から⡬⡞定੍定日（当該検査の⚿ᨐに 

基づき第２２条第１項の規定による認可の取ᶖしのಣ分に係る⡬⡞を行うかุかの定をすることが 

見ㄟまれる日として主務省令で定めるところによりㇺ府⋵知事が当該申請者に当該検査が行われた 

日から１０日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に前項の規定に 

よる幼保連携型認定こども園のᑄᱛをした者（当該ᑄᱛについて相当の理↱がある者を㒰く。）で、当 

該幼保連携型認定こども園のᑄᱛの認可の日から算して５年を経ㆊしないものであるとき。 

 (6) 申請者が、認可の申請前５年以内に教育又は保育に関しਇᱜ又は⪺しくਇ当な行ὑをした者である 

とき。 

 (�) 申請者のᓎ員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 

  ゜ ㍱以上のೃにಣߖられ、そのၫ行を⚳わり、又はၫ行を受けることがなくなるまでの者 

  ュ 第１号、第２号又は前号に該当する者 

  デ 第２２条第１項の規定により認可を取りᶖされた幼保連携型認定こども園において、当該取ᶖし 

のಣ分に係る行ᚻ⛯法第１５条の規定による通知があった日前６０日以内にその幼保連携型認定 

こども園の設置者のᓎ員又はその園長であった者で当該取ᶖしの日から算して５年を経ㆊしない 

もの（当該認可の取ᶖしが、幼保連携型認定こども園の認可の取ᶖしのうち当該認可の取ᶖしのಣ 

分の理↱となった事実及び当該事実の⊒生を㒐ᱛするための当該幼保連携型認定こども園の設置者 

による業務管理体制の整備についての取組の状ᴫその他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こ 

ども園の設置者が有していた⽿任の程ᐲを⠨ᘦして、この号に規定する認可の取ᶖしに該当しない 

こととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を㒰 

く。） 

  ッ 第４号に規定する期間内に前項の規定によりᑄᱛした幼保連携型認定こども園（当該ᑄᱛについ 

て相当の理↱がある幼保連携型認定こども園を㒰く。）において、同号の通知の日前６０日以内にそ 

の設置者のᓎ員又はその長であった者で当該ᑄᱛの認可の日から算して５年を経ㆊしないもの 

３㨪７ ⇛ 
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様式第６号 

施 設 概 要 調 書 

 

１ 園⥢及び園庭の状ᴫ 

（１） 園⥢ 

項 目 摘 要 備 ⠨ 

園⥢と園庭 

の位置関係 
�同一ᢝ地内 �㓞接ᢝ地内 �その他 

「その他」の場合は、「施設整備

調書（様式第７号）」中、追加の

園庭設置に係る移行特例の部分

を記載し、提出すること。 

園⥢の᭴ㅧ 

①᭴ㅧ              ㅧ 

②階数    平ደ ・      階建 

③⠴Ἣ᭴ㅧ  （⠴Ἣ建築物・準⠴Ἣ建築物・その他） 

建物の建築確認通知書及び検査

済証の写しを添付すること。 

園⥢の利用 

形態 
�自Ꮖ所有 �⾓⾉୫（期間  年）�その他 

建物の登記簿謄本又は使用の権

利を証明する書類を添付するこ

と。 

 

 （２） 土地 

  ・土地の利用形態について㨇� 自Ꮖ所有 � ⾓⾉୫（   年） � その他㨉 

   ※土地の登記簿謄本又は使用の権利を証明する書類を添付すること。 

 

 （３） 面積関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 摘 要 備 ⠨ 

園 ⥢ の 建 築 面 積 

※「施設整備調書

（様式第７号）」と

同じ数ሼとなる。 

     ট 

次の書類を添付すること。 

①施設の案内図・配置図 

②建物の各階平面図・立面図 

③建物内外主要部分の写真 

園 庭 の 面 積      ট 
次の書類を添付すること。 

①公図②所在図③地積測量図 

そ  の  他      ট  
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２ 設備の状ᴫ 

 

室 ・ 設 備 の 名 称 室 数 設 置 階 ᑧᐥ面積 備 ⠨ 

保 ஜ 室    室 ট 

職 員 室    室 ট 

小 計    室 

 

ট 

・他の施設と兼ねる場合は、その概要がわかる書類 

を添付すること。 

・保ஜ室と職員室を兼用する場合は一方のみに記載 

すること。 

乳 児 室    室    ট 

߶ ߰ く 室    室 ট 

小 計    室 

�１階 

�２階 

�３階以上 ট 

・設置階にチェックを入れること。 

・２階以上に設置する場合は、「施設設備調書（様式

第８号、第９号）」を作成し提出すること。 

保 育 室    室 ট 

ㆆ ᚨ 室    室 ট 

小 計 

（満３歳以上の園児

が利用するもの） 

   室 

※（  室） 

�１階 

�２階 

�３階以上 

ট 

・設置階にチェックを入れること。 

・２階以上に設置する場合は、「施設設備調書（様式

第８号、第９号）」を作成し提出すること。 

・兼用の場合は一方のみに記載すること。 

・満３歳以上の園児が利用する保育室の数は、学級

数以上であること。 

調 理 室 

（ 調 理 設 備 ） 

① 食 事 提 供 園 児 

� 全 て の 園 児 

� 保育を必要とす

る子どもに該当

する園児 

 

② 調 理 場 所 

� 自 園 調 理 

� 外 部 搬 入 

� 調 理 設 備 

   室 

 

ট 

・①及び②で該当する部分にチェックを入れること。 

・②で「外部搬入」にチェックを入れた場合は、「満

３歳以上の園児に対する外部搬入実施に関する

調書（様式第１０号）」を作成し提出すること。 

・食事の提供を行う人数が２０人未満のため調理室

を設置しない場合は、②で「調理設備」にチェッ

クを入れ、「自園調理により食事を提供する園児

が２０人に満たない場合の調理設備に関する調

書（様式第１１号）」を作成し提出すること。 

・他の施設と兼ねる場合は、その概要がわかる書類

を添付すること。 

・調理は੍め作成された₂立によって行うこと。 

ଢ 所   ▎所 

�１階 

�２階 

�３階以上 

ট 

・設置階にチェックを入れること。 

・２階以上に設置する場合は、「施設設備調書（様式

第８号、第９号）」を作成し提出すること。 

㘶 料 ᳓ 用 設 備   ▎所 ট 

ᚻ ᵞ 用 設 備   ▎所 ট 

⿷ ᵞ 用 設 備   ▎所 

 

ট 

・他の施設と兼ねる場合は、その概要がわかる書類 

を添付すること。 

・㘶料᳓用設備は、ᚻᵞ用設備又は⿷ᵞ用設備と区

別して備えること。 

そ の 他    室 
 

ট 

 

・他の施設と兼ねる場合は、その概要がわかる書類

を添付すること。 

合 計   ট  
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３ 園具及び教具の状ᴫ 

 ※園で所有する園具及び教具が確認できる一覧表等（様式自↱）を添付すること。 

 

 

４ 幼保連携型認定こども園であるᣦの掲␜に関する事項 

 

（掲␜を行う場所） 

 

 

 

 

（掲␜内容） 
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様式第７号 

 

施 設 整 備 調 書 
 

１ 園⥢及び保育室等 

 認 可 基 準 面 積 

園 ⥢ 

ޣ 基 準  ޤ

(゚)҈(Ａ) 

○園⥢の面積基準 

学級数にᔕじた面積（下の表による）と満３歳未満の園児数にᔕじ算定した面積の合計 

・学級数（   ）クメス（㨍）、     ট 

 

 

 

 

㧗（Ｄ）㧗（㧲）＝      ট（Ａ） 

 

٨園⥢の面積：      ট（゚） 

学級数 面積 

１学級 １８０ট 

２学級 ３２０ট 

３学級 ４２０ট 

４学級以上 １学級ごとに１００টჇ加 

※保育所の 

移行特例 

ޣ 基 準  ޤ

( )゚҈(Ａu) 

○特例基準 

園児数にᔕじ算定したዬ室面積の合計⇒（Ｂ）㧗（Ｃ）㧗（㧱）＝     ট（Ａu） 

○乳児室の面積基準 

（満２歳未満で߶߰くしない園児数）×３㧚３ট 

（              人）×３㧚３ট       ＝      ট（Ｂ） 

٨乳児室の面積：      ট（゜） 

○߶߰く室の面積基準 

（満２歳未満で߶߰くする園児数）×３㧚３ট 

（             人）×３㧚３ট        ＝      ট（Ｃ） 

٨߶߰く室の面積：      ট（ゞ） 

乳児室又は 

߶߰く室 

ޣ 基 準  ޤ

(゜)҈（Ｂ） 

(ゞ)҈（Ｃ） 

（Ｂ）㧗（Ｃ）＝      ট（Ｄ） 

○保育室又はㆆᚨ室の面積基準 

（満２歳以上の園児数）×１㧚９８ট 

（        人）×１㧚９８ট            ＝      ট（㧱）

 

・満３歳以上の園児に係る保育室の数（  ）室（㨎） 

 

٨保育室等の面積：      ট（゠） 

保育室又は 

ㆆᚨ室 

ޣ 基 準  ޤ

（゠）҈（㧱) 

（※幼稚園の

移行特例によ

り、この基準は

ਇ要となる。） 

（㨎）҈（㨍） 

 

○園⥢の面積基準の計算に使用する部分 

（満２歳以上３歳未満の園児数）×１㧚９８ট 

（            人）×１㧚９８ট        ＝      ট（㧲）

 



 - 19 - 

２ 園庭 

 認 可 基 準 面 積 

園 庭 

ޣ 基 準  ޤ

(ア)҈(㧳) 

○園庭の面積基準 

学級数にᔕじた面積（①）と満３歳以上の園児数にᔕじ算定した面積（②）のうちᄢきい

もの（③）と、満２歳以上満３歳未満の園児数にᔕじ算定した面積（④）の合計 

 

 

 

 

 

 

＝        ট（①） 

 ・満３歳以上の園児にᔕじ算定した面積 

（満３歳以上の園児数）×３㧚３ট 

（        人）×３㧚３ট          ＝        ট（②） 

       㨇（①）と（②）をᲧセしてᄢきい面積㨉  ＝        ট（③） 

・満２歳以上満３歳未満の園児数にᔕじ算定した面積 

（満２歳以上満３歳未満の園児数）×３㧚３ট 

（             人）×３㧚３ট     ＝        ট（④） 

（③）㧗（④）                   ＝        ট（㧳） 

٨園⥢と同一のᢝ地内又は㓞接する位置に設ける園庭の面積：        ট（ア） 

学級数 面積 

１学級 ３３０ট 

２学級 ３６０ট 

３学級 ４００ট 

４学級以上 １学級ごとに８０টჇ加 

※幼稚園の

移行特例 

ޣ 基 準  ޤ

(ア)҈(㧴) 

○特例基準 

学級数にᔕじた面積（①）と満２歳以上満３歳未満の園児数にᔕじ算定した面積（④）を

合計した面積 

（①）㧗（④）                    ＝        ট（㧴） 

※保育所の 

移行特例 

ޣ 基 準  ޤ

(ア)҈(Σ) 

○特例基準 

満２歳以上の園児数にᔕじ算定した面積 

（満２歳以上の園児数）×３㧚３ট 

（        人）×３㧚３ট           ＝        ট（Σ） 

※幼稚園・

保育所の

移行特例 

ޣ 基 準  ޤ

（ゥ)҈(㧴) 

（幼稚園） 

 

（ゥ)҈(㧵)

（保育所） 

○特例基準 

園⥢と同一のᢝ地内又は㓞接する位置に設ける園庭の面積（ア）が（①）又は（②）の面

積以上である場合㨇（ア）҈（①）又は（②）※㨉で、追加の園庭を設ける場所について、①

園児が全に移動できる②園児が全に利用できる③園児が日常的に利用できる④教育及

び保育の適切な利用が可能な場所であること。（※幼稚園は（①）、保育所は（②）を適用） 

 

（ア）      ট㧗（ィ）追加する園庭の面積    ট＝        ট（ゥ） 

・学級数にᔕじた面積  学級数（   ）クメス 
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様式第８号 

 

施設設備調書（保育室等を２階に設置する場合） 

 

（確認事項） 

※１ 施設の状ᴫについて、項目ごと（幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む。）から移行する場合は項目

２及び５）に内容に適合しているか確認すること。 

※２ 確認ᓟ、確認欄に○を付し、項目４については該当する番号を記入すること。 

※３ 各項目について証明する写真や書類等の写しを添付すること。 

項目 内     容 確認欄 

１ 
保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転⪭事を㒐ᱛす

るためのᩋ等の設備が設けられていること。 
 

２ 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する⠴Ἣ建築

物であること。 

※保育所からの移行特例を適用する場合、下線部を「⠴Ἣ建築物又は同条第９条

の３に規定する準⠴Ἣ建築物（同号ュに該当するものを㒰く。）」とすること。 

 

３ 常用のደ内階Ბ又はደ外階Ბが設けられていること。  

４ 

次に掲げるㆱ㔍用の設備のうちいずれか１以上の設備が設けられていること。 

 

① ደ内階Ბ（建築基準法上のㆱ㔍階Ბで次の条件を満たすもの） 

 ・１階から２階までの部分について、ደ内と階Ბ室とが、バルカッー又は付室を

通じて連絡していること 

 ・階Ბ室・バルカッー・付室は開ญ部・⓹・出入りญを㒰き⠴Ἣ᭴ㅧのოで囲む

こと 

 ・階Ბ室及び付室のᄤ・ოの室内面は、下地・上げをਇΆ曩料ですること 

 ・ደ内からバルカッー又は付室に通じる出入りญは特定㒐Ἣ設備とすること 

 ・バルカッー又は付室から階Ბ室に通じる出入りญは㒐Ἣ設備とすること 

 

② ᓙㆱ上有効なバルカッー 

 

③ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準⠴Ἣ᭴ㅧのደ外ᢳ〝又は非常用

のṖりบ 

 

④ ደ外階Ბ 

 

５ 

※幼稚園

から移行

する場合 

園児のᓙㆱ上必要設備を備えること。  
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様式第９号 

施設設備調書（保育室等を３階以上に設置する場合） 

（確認事項） 

※１ 施設の状ᴫについて、項目ごと（項目３及び５については、該当する番号を記載すること。）に内容

に適合しているか確認すること。 

※２ 確認ᓟ、確認欄に○を付すこと。 

※３ 各項目について証明する写真や書類等の写しを添付すること。 

項目 内     容 確認欄 

１ 
保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転⪭事を㒐ᱛするた

めのᩋ等の設備が設けられていること。 
 

２ 

常用のደ内階Ბ又はደ外階Ბが設けられていること。 

・ደ内階Ბは建築基準法上のㆱ㔍階Ბ又は特別ㆱ㔍階Ბであること 

・保育室等が４階以上の場合、ደ外階Ბは建築基準法上のደ外ㆱ㔍階Ბであること 

 

３ 

次に掲げるㆱ㔍用の設備のうちいずれか１以上の設備が設けられていること。 

 

① ደ内階Ბ（建築基準法上のㆱ㔍階Ბで次の条件を満たすもの又は特別ㆱ㔍階Ბ） 

 ・１階から３階（保育室等が４階以上の場合は保育室等が設けられている階）までの

部分について、ደ内と階Ბ室とが、バルカッー又は付室を通じて連絡していること 

 ・保育室等が４階以上の場合、バルカッー又は付室には外᳇にะかって開くことので

きる⓹又はឃᾍ設備（特別ㆱ㔍階Ბに設置するものその他有効にឃᾍできるもの）

を有すること 

 ・階Ბ室・バルカッー・付室は開ญ部・⓹・出入りญを㒰き⠴Ἣ᭴ㅧのოで囲むこと 

 ・階Ბ室及び付室のᄤ・ოの室内面は、下地・上げをਇΆ曩料ですること 

 ・ደ内からバルカッー又は付室に通じる出入りญは特定㒐Ἣ設備とすること 

 ・バルカッー又は付室から階Ბ室に通じる出入りญは㒐Ἣ設備とすること 

② 建築基準法第２条第７号に規定する⠴Ἣ᭴ㅧのደ外ᢳ〝又はこれに準ずる設備 

※保育室等が４階以上の場合、⠴Ἣ᭴ㅧのደ外ᢳ〝のみ 

③ ደ外階Ბ 

※保育室等が４階以上の場合、建築基準法上のደ外ㆱ㔍階Ბであること 

 

４ 
項目２及び３に掲げる設備がㆱ㔍上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分

から当該設備に⥋るᱠ行〒㔌が３０ベーダル以下となるように設けられていること。 
 

５ 

調理室に次に掲げる設備のうちいずれか１以上の設備が設けられていること。 

 

① 調理室の部分が建築基準法第２条第７号に規定する⠴Ἣ᭴ㅧのᐥ若しくはო又は建

築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定㒐Ἣ設備で区画されるとともに、換

᳇、晵ᚱ又は಄ᚱの設備の㘑が、当該ᐥ若しくはოを⽾通する部分又はこれにㄭ接

する部分に㒐Ἣ上有効にジルドーが設けられていること。 

② スプモルクメー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられているこ

と。 

③ 調理用ེ具の種類にᔕじて有効な自動ᶖἫⵝ置が設けられ、かつ、当該調理室の外

部߳のᑧを㒐ᱛするために必要なភ置が講じられていること。 

 

６ ო及びᄤの室内に面する部分の上げをਇΆ曩料でしていること。  

７ 
非常⼊報ེ具又は非常⼊報設備及びᶖ㒐機関߳Ἣἴを通報する設備が設けられている

こと。 
 

８ ィーゾル、ᢝ物、建具等で可Άᕈのものについて㒐Ἳಣ理が施されていること。  

９ 満３歳未満の園児の用に供するものであること（ේ則）。  
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様式第１０号 

 

満３歳以上の園児に対する外部搬入実施に関する調書 
 

（確認事項） 

※１ 満３歳以上の園児に対する食事の外部搬入業務の内容について、項目ごとに内容と合⥌しているか確

認すること。 

確認ᓟ、確認欄に○を付すこと。 

 

 

（必要な調理のための加ᾲ、保ሽ等の調理機能を有する設備について） 

（調理機能を有する設備の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 受託業者との契約書の写し又は案を添付すること。 

※３ 設備の概要がわかる資料（写真等）を添付すること。 

 

項目 内     容 確認欄 

１ 

園児に対する食事の提供の⽿任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者

が、ⴡ生面、栄養面等業務上必要な注意をᨐたし得るような体制及び調理業務の受託者

との契約内容が確保されていること。 

 

２ 

当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、市（保ஜ所を含む。）等にዻする栄養士

により、₂立等について栄養のⷰ点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士によ

る必要な配ᘦが行われること。 

※指導を受ける栄養士の氏名及び所ዻޤ               ޣ 

 

３ 
調理業務の受託者を、当該幼保連携型認定こども園における給食の⿰ᣦをච分に認⼂

し、ⴡ生面、栄養面等調理業務を適切にㆀ行できる能ജを有する者とすること。 
 

４ 

園児の年齢及び⊒㆐のᲑ階並びにஜᐽ状態にᔕじた食事の提供や、゚ヤルウー∔ᖚ、 

゚ダヌーᕈ⊹⤏Ἳ等߳の配ᘦ、必要な栄養⚛量の給ਈ等、園児の食事の内容、回数及び

時機に適切にᔕじることができること。 

 

５ 

食を通じた子どものஜ全育成を図るⷰ点から、園児の⊒育及び⊒㆐のㆊ程にᔕじて食

に関し配ᘦすべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するようദめる

こと。 

 

６ 必要な調理のための加ᾲ、保ሽ等の調理機能を有する設備を備えること。  
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様式第１１号 

 

   自園調理により食事を提供する園児が２０人に満たない場合の 

調理設備に関する調書 
 

 

（確認事項） 
 

幼保連携型認定こども園においてその園内で調理する方法（自園調理）により食事の提供を行う園児数（１

号認定子どもの数を含む。）が２０人に満たないため、調理室を設置しない場合は、設置する調理設備につ

いて、以下の欄に記載すること。 

 

 

 

 

（自園調理を行うために必要な調理設備について） 

（自園調理を行うために必要な調理設備の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調理設備の概要がわかる資料（写真等）を添付すること。 
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様式第１２号 

 

運営に関する計画書 
 

平成  年  月  日現在 

 

１ 幼保連携型認定こども園の設置目的 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 開設の時期  平成   年   月   日 
 

 

３ 教育ㅳ数・開所暟日・開所時間・ભ園日 

教育ㅳ数      ㅳ                       ※３９ㅳ以上とすること。 

保育を必要とする子ども以外の

子ども 
日 ・ 月 ・ Ἣ ・ ᳓ ・ 曐 ・ ㊄ ・ 土 

開所暟日 

保育を必要とする子ども 日 ・ 月 ・ Ἣ ・ ᳓ ・ 曐 ・ ㊄ ・ 土 

平 日     時    分  㨪      時    分 

土暟日     時    分  㨪      時    分 

保育を必要とする

子ども以外の子ど

も 

日暟日     時    分  㨪      時    分 

平 日     時    分  㨪      時    分 

土暟日     時    分  㨪      時    分 

開所時間 

保育を必要とする

子ども 

日暟日     時    分  㨪      時    分 

（長期ભ業日） 

ભ 園 日 

（ᝄ暶ભ日等のભ業日） 
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４ 子育て支援事業計画 
 

٨実施する事業の概要 

 

事 業 名 事 業 内 容 
実施日数 

及び時間 
対 ⽎ 者 料 ㊄ 実 施 場 所 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 給食の提供方法について 
 

（₂立の配付期（ඨ月・１か月単位等）、園児の゚ヤルウー等の状ᴫᛠី又は食育の実施等、給食の提供

方法に関する事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※੍め定められた₂立によって調理が行われるよう、計画を作成すること。 

 

※子育て支援事業の実施に当たり配ᘦする事項 

 

①子育てを自ら実〣するജのะ上を積ᭂ的に支援するものであること 

②地域における教育及び保育に対する㔛要にᾖらし必要なものであること 

③地域の人曩、␠ળ資Ḯのᵴ用を図るようദめられていること 

④保護者の要請にᔕじ適切に提供し得る体制で行うこと 
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６ 職員又は職員であった者がᱜ当な理↱なくその業務に関して知り得た⒁ኒをṳらすこと

がないよう講じる必要なភ置の概要 
 

（研修の実施੍定、㓹用契約に⒁⟵務を⺖する条項を設ける等、ភ置の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 園児又はその保護者等からの⧰情にㄦㅦかつ適切に対ᔕするために講じるភ置の概要 

 

（受付⓹ญの開設時間、⧰情受付担当者・⧰情⸃⽿任者等の設定、⧰情⸃のᚻ㗅等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記のភ置の内容に、⧰情を受け付けた場合に当該⧰情の内容等を記録することを含めること。 
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様式第１３号 

 

教育及び保育に従事する職員の研修計画 
 

 

１ 目的 
   

 

 

 

２ 研修の主な内容 

（１）園長、副園長（教頭） 
 

 

 

 

 

（２）保育教諭等 
 

 

 

 

 

 

（３）その他の職員 
 

 

 

 

 

３ 研修の実施方法 
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平成  年ᐲ 研修計画表 
 

 研 修 内 容 等 研 修 実 施 機 関 対 ⽎ 職 員 

４月    

５月    

６月    

７月    

８月    

９月    

１０月    

１１月    

１２月    

１月    

２月    

３月    

 


